
 

平成２７年２月２６日 

 

「地銀協 3大疾病団信制度」および「地銀協 

ライフサポート団信制度」の取扱開始について 
 

 佐賀銀行（頭取 陣内 芳博）は、平成２７年３月２日(月)より、住宅ローンを新規でお借入 

されるお客さま向けに、「地銀協 3 大疾病団信制度」および「地銀協ライフサポート団信制度」

を取扱いすることとしましたので、お知らせいたします。 

「地銀協 3 大疾病団信制度」は住宅ローン主債務者の死亡・高度障害時に加え、3 大疾病(が

ん・脳卒中・急性心筋こうそく)において所定の状態となった時点で、住宅ローン残高全額が保

険金として支払われ、住宅ローンの返済に充当される保険です。 

また「地銀協ライフサポート団信制度」は「地銀協 3大疾病団信制度」の保障内容に加え、病

気やケガ(精神障害等を除く)により所定の就業不能状態が 3 ヵ月を超えて継続した場合に月々

のローン返済相当額が給付され、同様の就業不能状態が 12 ヵ月を超えて継続した場合に住宅ロ

ーン残高全額が保険金として支払われ、住宅ローンの返済に充当される保険です。 

保障・給付内容の充実した団体信用生命保険商品を取り揃える事で、お客さまが将来病気やケ

ガをされた際の住宅ローンご返済にご安心を提供いたします。 

当行は、今後ともお客さまの様々なニーズにお応えするため、商品・サービスの充実に努めて

まいります。 
 

記 

■各商品の内容 

１．「地銀協 3大疾病団信制度」 

保険名称 「3大疾病保障特約付団体信用生命保険」 

対象商品 さぎん住宅ローン「あっとほー夢」 

ご加入 

いただける方 

・お借入時の年齢が満 20歳以上 50歳以下で、完済時の年齢が満 76歳未満の方 

・生命保険会社が加入を承諾した方 

※なお、がん(悪性しゅよう、肉腫、悪性リンパ腫、白血病、上皮内がん、皮膚

がんを含みます)の既往歴がある方はご加入いただけません。 

保障内容 

以下の場合に、住宅ローン残高全額が保険金として支払われます。 

・死亡または高度障害に該当した場合 

・がん(※)と診断確定された場合 

※上皮内がんや皮膚の黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。 

・脳卒中、急性心筋こうそくで所定の状態が 60 日以上継続した場合 

 上乗せ利率 住宅ローン金利＋年０．２５％ 
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２．「地銀協ライフサポート団信制度」 

保険名称 「団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険」 

対象商品 さぎん住宅ローン「あっとほー夢」 

ご加入 

いただける方 

・お借入時の年齢が満 20歳以上 50歳以下で、完済時の年齢が満 76歳未満の方 

・生命保険会社が加入を承諾した方 

※なお、がん(悪性しゅよう、肉腫、悪性リンパ腫、白血病、上皮内がん、皮 

膚がんを含みます)の既往歴がある方、告知日現在病気やケガにより休職・休 

業中の方はご加入いただけません。 

保障・給付 

内容 

「3 大疾病保障特約付団体信用生命保険」の保障内容に加え、以下の保障が付加

されます。 

・病気やケガ(精神障害等を除く)により所定の就業不能状態が 3ヵ月を超えて継

続した場合、毎月のローン返済相当額が給付されます。 

・上記の就業不能状態が 12ヵ月を超えて継続した場合住宅ローン残高全額が保険

金として支払われます。 

上乗せ利率 住宅ローン金利＋年０．３０％ 

 

※各商品の詳しい内容につきましては、さぎんの窓口におたずねください。 

※住宅ローンのお申し込みにあたっては別途所定の条件がございます。また当行および保証会社

所定の審査がございます。審査の結果、お申し込みをお断りする場合やご希望に添えない場合

もございますので、あらかじめご了承ください。 

 

以  上 

本件に関するお問合せ先

営業企画部（吉川）
TEL 0952(25)4584


